
コミュニティ・スクールについて
「コミュニティ・スクール」とは、学校運営協議会が設置されている学校のことです。

つまり、家庭や地域が学校運営に参画するしくみです。

１ 令和４年度時点のコミュニティ・スクールの状況

（１）単独で学校運営協議会が設置されている学校

・渋川南小学校 ・豊秋小学校 ・小野上小学校 ・渋川中学校

①渋川南小学校

第１回（６月２日）

・校長から学校経営の基本的方針についての説明

・校長から家庭や地域に対する協力依頼の説明及び協議

・キャリア教育における職業紹介についての協力依頼

第２回（１１月４日）

・渋川公民館での渋川南小学校児童の利用実績報告

・学校評価のまとめに対する報告及び協議

・学校や地域の課題についての情報交換

・渋川公民館での渋川南小学校児童の絵画展示の検討

【実施した主な活動】

○子ども会育成協議会主催の親子レクリエーション大会

（概要）

１０月２６日（日）に渋川南小学校校庭で実施した。子ども会関係者、児童、未

就学児、保護者合わせて１２８名と校長、教頭、教務主任、体育主任が参加した。

低学年と高学年に分かれ、ドッヂボール大会を行った。

（成果）

学校からは「学校以外の子ども達の様子を見ることができた。」「保護者以外の地

域の方とのかかわりをもつことができた。」という感想があった。参加した地域の方

からは「他の町内の子どもを知ることができた機会になった。」という感想があった。

○ＰＴＡ主催のバサー

（概要）

１１月１２日（土）に渋川南小体育館で実施した。渋川南小学校の保護者と児童な

ど合わせて約２００名が参加した。綿菓子や駄菓子、家庭から提供された献品販売な

どを行った。

（成果）

学校からは「卒業生も来場していたので、成長した様子を見られて良かった。」と

いう感想があった。保護者からは「ＰＴＡ同士のつながらを深める機会になったのが

良かった。」「企画をしてイベントを実施するなど創造的な活動に参加できて良かっ

た。」という感想があった。
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②豊秋小学校

第１回（６月２日）

・校長から学校経営の基本的方針についての説明

・学校や地域の課題についてのグループによる協議

第２回（１１月１６日）

・校内参観

・実施してきた活動についての確認

・新しい活動の提案及び協議

【実施した主な活動】

○地域と連携した地域の安全安心パトロール

（概要）

平日に１・２年を中心に下校時の見守りを自治会ごとに実施している。

（成果）

学校からは「地域と学校の両方の目で見ることができるので、１・２年生の安全の

確保につながりありがたい。」という感想があった。

○地域の高齢者との交流会

（概要）

３年生が地域の高齢者ボランティアグループと昔遊びを通した交流会を実施した。

１０月５日（火）に全体会を行い、練習会を３回し、１１月１０日（木）に感謝の会

を行い、練習の成果を発表した。

（成果）

学校からは「地域の力を借りられて助かる。」という感想があった。参加した高齢

者ボランティアグループの方からは「孫を見ているようで、交流するのを楽しみにし

ていた。」という感想があった。

③小野上小学校

第１回（６月１日）

・校長から学校経営の基本的方針についての説明

・「小野上小学校、かに石こども園、小野上地区の活性化に向けて」をテーマにした

協議

第２回（９月１５日）

・小野上小学校とかに石こども園における二学期の学校、園行事についての説明

・「コミュニティ・スクールとしての今後の実践に向けて」をテーマにした協議

第３回（１２月７日）

・かに石こども園の参観

・これまでの取組についての意見交換

【実施した主な活動】



○地域の消防団と連携した避難訓練

（概要）

１０月５日（水）に小野上小学校校庭で実施した。全校児童と地域の消防団６名が

参加した。児童は避難訓練を行った後、校庭にて消防団から放水のデモンストレーシ

ョンを見たり、消防団員の協力のもと放水体験をしたりした。

（成果）

学校からは「消防団員の中に、児童の知っている人がいたので、地域のつながりを

感じることができたのがよかった。」「小野上公民館が消防団と小野上小学校をつな

いでくれたのがありがたかった。」との感想があった。

○公民館事業と連携した茶道体験

（概要）

１０月１１日（火）に小野上公民館で実施した。小野上小学校６年生９名と教員２

名、地域のボランティア５名が参加した。小野上小学校６年生が、地域のボランティ

アの方から小野上公民館の施設を利用して茶道体験を行った。

（成果）

学校からは「児童が、学校だけではできない体験を地域の方の力を活用して体験す

ることができたのがよかった。」という感想があった。地域の方からは「読み聞かせ

のボランティアもしているので、児童が親しみをもってくれるのがありがたい。」と

いう感想があった。

④渋川中学校

第１回（６月２日）

・校長から学校経営の基本的方針についての説明

・校長から学校が考えている取組の説明及び協議

第２回（１０月１８日）

・校長から第１回以降に取り組んだ活動についての報告

・学校評価の結果についての報告

・第２回以降に予定している活動についての協議

【実施した主な活動】

○保護司会、更生保護女性会と連携した薬物乱用防止教室

（概要）

７月１４日（木）に渋川中学校体育館で実施した。渋川中学校２年生と保護司会

と更生保護司会が参加した。保護司会と更生保護女性会が企画し実施した。第１部

では、藤岡市にある藤岡ダルク（薬物依存症リハビリ施設）の代表者から講話と体

験談の講演があった。第２部では、更生保護女性会会長から活動についての説明が

あった。

（成果）

保護司会と更生保護司会から「学校行事に関わることができてよかった。自分た

ちが関わっていけたことに達成感があった。」という感想があった。



○ＰＴＡと連携した講演会

（概要）

１１月２５日（金）に渋川中学校体育館で実施した。全校生徒と保護者が参加し

た。第１部は、群馬県教育委員会健康体育課の小山靖弘先生を講師に、「部活動の地

域移行」をテーマに講演を実施した。第２部は、平野優パウロ氏を講師に「共生社

会」をテーマにクイズ形式で生徒のやりとりを交えながら講演を実施した。

（成果）

ＰＴＡの方から「自分たちで講師を選ぶことができ、主体的に関われて達成感があ

った。」という感想があった。

（２）２校で一つの学校運営協議会が設置されている学校

・金島小学校と金島中学校 ・伊香保小学校と伊香保中学校

①金島小学校と金島中学校

第１回（５月２５日）

・校長から学校経営の基本的方針についての説明

・金島地区における「目指す子供の姿」をテーマにした協議

第２回（６月８日）

・「金島地区における課題及び今後の活動について」をテーマにした協議

第３回（９月１６日）

・金島小学校で実施した除草作業についての報告

・第３回の会議以降に予定している活動についての協議

・地域学校協働本部についての協議

・金島小学校１５０周年についての協議

第４回（１０月１３日）

・第４回の会議以降に予定している活動についての協議

・金島小学校、金島中学校から要望している学校支援活動についての協議

・学校運営協議会だより（仮称）についての協議

【実施した主な活動】

○地域と連携した防災学習

（概要）

１０月３１日（月）に金島中学校体育館で実施した。金島中学校全校生徒と消防団

に所属する学校運営協議会委員を含め５名の学校運営協議会委員が参加した。朝礼の

時間を使い、消防団の活動についての話や○×クイズをしながら防災学習を行った。

（成果）

学校からは「生徒が地域の方が話をしてくれたので、集中して聞いていたのがよか

った。」「地域の方が協力してくれてありがたかった。」という感想があった。

○公民館を利用した金島中学校３年生への面接練習

（概要）

１２月２１日（水）に金島公民館で実施した。金島中学校３年生全員と学校運営協



議会委員が参加した。金島公民館の学習室を利用し、学校運営協議会委員が面接官と

なり面接練習を行った。

（成果）

学校からは「生徒が緊張感をもって面接練習に取り組むことができたのがよかった。

本番に近い形で行うことができた。」「金島公民館を中心に地域とのつながりを活用

することができてよかった。」という感想があった。

②伊香保小学校と伊香保中学校

第１回（６月１日）

・校長から学校経営の基本的方針についての説明

・「どのように地域の力を子供たちの教育に活かしたらよいか」をテーマにした協議

第２回（９月２２日）

・校内参観（伊香保小学校）

・これまでに実施した活動の報告

・第１回学校評価についての説明

・今後の学校教育の推進についての協議

第３回（１１月１６日）

・校内参観（伊香保中学校）

・これまでに実施した活動の報告

・伊香保小学校創立１５０周年記念事業についての説明

【実施した主な活動】

○伊香保小学校、伊香保中学校合同運動会

（概要）

１０月１１日（火）に伊香保中学校にて実施した。伊香保小学校児童と伊香保中学

校生徒が参加した。小学生の競技を午前中まで行い、中学生の競技を１日行った。

（成果）

学校からは「児童が中学生の活動している姿を見ることができ、将来像を見せるこ

とができたのがよかった。」「中学生としての自覚を意識して活動する姿が見られて

よかった。」との感想があった。保護者からは「小学校と中学校の運動会が一緒に行

われているので、１日で見られるのがよかった。」という感想があった。

○伊香保小学校創立１５０周年記念事業に関する組織の立ち上げ

（概要）

１１月１６日（水）に学校運営協議会にて伊香保小学校創立１５０周年記念事業に

関する組織を立ち上げた。実行委員会の委員長を学校運営協議会委員の中から選ぶこ

とを決定した。

（成果）

学校からは「学校運営協議会委員の中には、創立１００周年記念事業を経験した方

がいる。その経験を活用できるのはありがたい。」という感想があった。



渋川市におけるコミュニティ･スクール導入について

１ コミュニティ･スクール導入にあたって

渋川市においては、６市町村の合併後、平成１９年度から全中学校区ごとに学校･

地域･家庭三者連携推進協議会が組織され、毎年共通テーマを定めて児童生徒の健全

育成、学校教育の充実のための役割を果たしてきた。

近年、人口減や少子高齢化、グローバル化やデジタル化の急速な進展、地域コミュ

ニティの希薄化が懸念される中で、学校教育に求められるものはあまりにも多く、学

校の教職員だけの対応では、的確･迅速に対応することが難しい事案がある。保護者

や地域住民等が「当事者」として学校運営に参画し、目指すべき目標を共有した上で、

より一層学校と地域が連携･協働して対処することが求められている。

このような取組は、それ自体生涯学習であり、保護者や地域住民がこれまで培った

知識や技術を学校や地域の課題解決に生かせる自己実現の場、仲間との生きがいづく

りの場にもなり、地域コミュニティーの活性化にもなるものである。

２ 渋川市のコミュニティ･スクールが目指すもの

① 先の見えない激動の時代を生き抜く子どもたちのために、これまで取り組んでき

た、子どもの「主体性」と「地域愛」を育むことを継承する。

② 学校ごとの目指す学校像や児童生徒像、経営方針を保護者や地域が十分共通理解

できるよう学校運営協議会で熟議の上、重点等について全員が「当事者」として

互いの役割を果たせるようにする。

③ 学校ごとに公民館が存在する渋川市においては、保護者や地域が学校の重点等に

関わる活動を行う場合のコーディネータ役を担うのは、公民館が想定される。

公民館長をはじめＰＴＡ会長など、適切な人材を地域学校協働活動推進員として

生涯学習課と連携しながら指名し、地域学校協働活動が展開できるようにする。

④ 学校運営の責任者として、教育活動等を実施する権限と責任は校長が有するもの

であり、学校運営協議会の意見や承認事項は、校長の決断や取組を後押しし、自

律的な学校運営を支え、強化する大きな後ろ盾となるものとする。

⑤ 学校運営協議会の委員は、学校運営や学校運営に必要な支援に関する評価を行い、

次年度の改善に生かせるようにする。

３ コミュニティ･スクールへの移行方針

① これまでの三者連携推進協議会の取組や成果を生かしつつ、学校運営協議会を組

織し、令和４年度から６年度にかけて、移行していく。

② 実効性のあるものとするために、各学校区ごとにコミュニティ･スクールに対す

る認識と価値意識を高めるよう事前説明や協議等を行い、体制が整った学校から

順次移行する。令和４年度は、８小中学校においてコミュニティ・スクールを導

入し、６つの学校運営協議会が設置される。

③ 各学校の三者連携推進協議会や学校評議員会の組織は、学校運営協議会が組織さ

れることに伴って廃止し、成果として果たしてきた役割を引き継ぐこととする。

資料№２－２

08572
四角形



４ 規則と要綱

渋川市学校運営協議会規則

（趣旨）

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６

２号）第４７条の５に規定する学校運営協議会（以下「協議会」という。）について、必要

な事項を定めるものとする。

（目的）

第２条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、

渋川市教育委員会（以下「教育委員会」という。）及び校長の権限と責任の下、保護者及び

地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力

を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営

の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。

（設置）

第３条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会

を置くものとする。ただし、教育委員会が２以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を

図る必要があると認める場合には、２以上の学校について一の協議会を置くことができる。

２ 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な

支援に関して協議する学校（以下「対象学校」という。）を指定するものとする。

（学校運営に関する基本的な方針の承認）

第４条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、

協議会の承認を得るものとする。

(１) 学校経営計画に関すること

(２) 教育課程の編成に関すること

(３) 学校、保護者及び地域住民等の協働体制に関すること

(４) 学校予算の編成及び執行に関すること

(５) 施設管理、施設設備等の整備に関すること

２ 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に基づき、学校運営を行う

ものとする。

（学校運営等に関する意見の申し出）

第５条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は対象学校の校長に対し

て、意見を述べることができる。

２ 協議会は、第２条に定める目的を踏まえ、対象学校の職員の任用に関して、教育委員

会を経由し、群馬県教育委員会に対して意見を述べることができる。

３ 協議会は、前２項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、

対象学校の校長の意見を聴取するものとする。

（学校運営等に関する評価）

第６条 協議会は、毎年度１回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとす

る。

（住民の参画の促進等のための情報提供）

第７条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進さ

れるよう努めるものとする。

２ 協議会は、地域住民等に対して、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関す

る協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。

（委員の任命）

第８条 協議会の委員は、１５人以内とし、次に掲げる者のうちから、校長の推薦により

教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(１) 対象学校の保護者

(２) 対象学校の地域住民

(３) 対象学校の校長

(４) 対象学校の教職員

(５) 学識経験者

(６) その他、教育委員会が適当と認める者



２ 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は新たな委員を委嘱し、又は

任命するものとする。

３ 委員は、特別職の地方公務員の身分を有する。

（守秘義務等）

第９条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様と

する。

２ 前項に掲げるもののほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

（１) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

（２) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

（３) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。

（任期）

第１０条 委員の任期は１年とし、再任を妨げない。

２ 第８条第２項の規定により新たに委嘱し、又は任命された委員の任期は、前任者の残

任期間とする。

（会長及び副会長）

第１１条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

２ 会長が会議を招集し、会務を総理する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務

を代理するものとする。

（議事）

第１２条 協議会は、会長が開催日前に議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場

合においては、この限りでない。

２ 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところに

よる。

（会議の公開）

第１３条 協議会の会議は、特別の事情がない限り公開とする。

２ 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

３ 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

（研修）

第１４条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責

任等について正しい理解を得るため、必要に応じて研修等を行うものとする。

（指導及び助言等）

第１５条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指

導及び助言を行うものとする。

２ 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう

必要な情報提供に努めなければならない。

（委員の解任）

第１６条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することが

できる。

（１) 本人から辞任の申出があった場合

（２) 第９条の規定に違反した場合

（３) その他解任に相当する事由が認められる場合

２ 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、速やかに教

育委員会に報告しなければならない。

３ 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。

（その他）

第１７条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、教育長が別に定め

る。

附 則

この規則は、令和４年４月１日から施行する。



渋川市立学校における学校運営協議会の運営等に関する要綱
（趣旨）

第１条 この要綱は、渋川市学校運営協議会規則（渋川市教育委員会規則第１２号。以下
「規則」という。）第１７条に基づき、学校運営協議会（以下「協議会」という。）の運営
等に関し必要な事項を定める。

（設置）
第２条 協議会を設置する学校（以下「対象学校」とする。）の校長は、学校運営協議会設
置申請書（様式第１号）を、渋川市教育委員会（以下「教育委員会」とする。）に提出する
ものとする。

２ ２以上の学校において一の協議会を設置する場合は、協議会を庶務する学校が対象学
校となり、当該対象学校の校長が、要綱第２条１項を履行するものとする。
３ 教育委員会は、対象学校に対し、指定書（様式第２号）を交付する。
（委員の任命）

第３条 対象学校の校長は、規則第８条第１項の規定に基づき、学校運営協議会委員推薦
書（様式第３号）を教育委員会教育長に提出するものとする。
２ 教育委員会は、前項により推薦された者に対し、任命書（様式第４号）を交付する。
３ 交付された任命書は、対象学校の校長より、各委員に手交されるものとする。
（報酬）

第４条 報酬は、会長が招集する協議会の会議へ参加した委員に対し支給するものとする。
２ 報酬は、任期満了後又は解任後に支給する。
３ 渋川市の常勤の特別職又は一般職の職員（県費負担教職員を含む。）が委員を兼ねる場
合には、報酬は支給しない。

４ 委員が報酬の受取を辞退する場合には、報酬は支給しない。
（協議会の会議）

第５条 協議会の会議は、年度ごとに、５回以内の開催とする。
２ 協議会は、会議資料を作成するなど円滑な会議の運営に努めるものとする。

３ 協議会は、議事の記録を残すものとする。
（協議会の庶務）

第６条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。
（協議会の会議開催報告）

第７条 協議会は、学校運営協議会開催報告書（様式第５号）及び各回の会議資料を、当

該年度の最終の会議開催後、教育委員会へ提出する。
（基本的な方針の承認）

第８条 規則第４条に掲げる事項の具体的な内容については、対象学校の実態に応じて、
協議会が定める。

２ 協議会は、教育課程の編成に関する意見の申し出がなされた場合、原則として、小学
校学習指導要領、中学校学習指導要領及び特別支援学校学習指導要領に反しない限度にお
いて取り扱うものとする。
３ 協議会は、予算の執行に関する意見の申し出がなされた場合、原則として、当該年度
に配当した予算の範囲内において取り扱うものとする。

（学校運営等に関する意見の申し出）
第９条 協議会が、規則第５条３項により対象学校の職員の任用に関して意見を述べる場
合は、校長をとおして教育委員会に申し出るものとする。ただし、分限（免職、休職、降
任、降給）、懲戒（免職、停職、減給、戒告）、勤務条件（給与、勤務時間の決定）は意見

の対象とならないものとする。
（情報提供）

第１０条 協議会は、地域の住民及び保護者等に対して、自らの活動状況に関する情報提
供に努めるものとする。

（委任）
第１１条 協議会は、この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項が
ある場合、対象学校の校長と協議の上、定めるものとする。

附 則
この要綱は、令和４年４月１日から施行する。
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